
はじめに 

 過労死等防止対策推進法の施行（平成26年11

月）から7年が経とうとしている。働き過ぎ（実際に

は、働かせ過ぎ）の最悪結末としての過労死（当

時呼称）が昭和50年頃から注目され始めた。

従って、この法律ができるまでに30年超を要し、

令和3年現在までに40年以上の時間が過ぎてい

る。 

 本稿では、過労死等の現状、過労死等防止対

策推進法の役割、過労死等防止調査研究セン

ター（以下、過労死等センターという。）における

調査研究、過労死等防止の留意点を検討した

上で、これからの取組の基盤となるべき共通目

標を紹介する。 

 

I. 過労死等の現状 

1. 脳・心臓疾患 

 脳・心臓疾患の20年間にわたる変化を見ると、

請求件数は約500件から増え始め、この15年間

はおよそ800件で推移している（図1、2）1。一方、

平成13年12月の認定基準改正を受け、翌平成

14年度では認定件数が2倍超となった。それ以

降は300件前後であったが、平成25年度より減り

始め、直近の令和2年度では200件を下回った。

これらの変化に伴って、死亡件数も減少してい

る。平成27年度より100件を割り、令和2年度は67

件であった。なお、過労死等センターが平成22

年1月から平成27年3月の認定事案1,561件を調

べたところ、脳血管疾患は虚血性心疾患等に比

べて1.6倍多かった。疾病ごとに見ると、脳血管

疾患では脳内出血（脳出血）の占める割合が高

く、虚血性心疾患等では心筋梗塞の割合が高

かった2。 

 脳・心臓疾患の例年第一位である道路貨物運

送業並びに自動車運転従事者について、直近5
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年度の変化を調べた（図3）1。請求件数は令和2

年度に減少した。認定件数は令和元年度から減
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少している。死亡件数は明確ではないが、漸減

しているようである。上記の傾向は、脳血管疾患

と虚血性心疾患等とに分けても同様であった（図

4）1。これらの背景を詳らかにするのは容易では

ないが、新型コロナウイルス感染症の影響は無

視できない。同時に、過労死等防止対策推進法

の創設とそれに伴う社会的な意識の高揚による

影響も指摘されている3。 

 過労死等としての脳・心臓疾患が減ることは望

ましいけれども、大きな懸念が一つある。図5にま

とめたように、20歳代から50歳代までは支給決定

件数も死亡件数も減少してきているのに対して、

60歳代はむしろ増加が認められる1。我が国の人

口構成が高齢化の一途を辿るのは明白であり、

高齢労働者の増加も見込まれる。もし現在でも

60歳以上の労働者に相対的に労働負荷が高

まっているのであれば、その状況を精査し、でき

る限りの負荷低減を図る必要がある。 

 

2. 精神障害 

 脳・心臓疾患とは対照的に、平成10年度から

令和2年度にかけて、請求件数は急増している

（図1、6）1。特に、令和元年度には2,000件を超

え、翌令和2年度も同等であった。上記期間にお

いて、支給決定件数は増えており、平成10年度4

件から令和2年度608件へと150倍になっている。

ただし、平成24年度からは500件弱とほぼ一定し

ていた。令和2年度では、心理的負荷による精神

障害の労災認定基準改正（令和元年6月、「上司

等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハ

ラスメントを受けた」を具体的出来事に新設）など

に伴って、前年度より99件増えた。一方、自殺件

数は3件から81件へと27倍と増えているものの、

平成24年度からは90件弱で推移していることが

分かる。なお、コロナ禍を反映して、新型コロナウ

イルス感染症に関連する精神障害として、令和2

年度は認定７件があったのは注目できる。 

 平成22年1月から平成27年3月の認定事案

1,999件を過労死等センターが分析した結果、疾

病としては国際疾病分類第10版に基づく F3 気

分［感情］障害とF4 神経症性障害、ストレス関連

障害とがそれぞれ半々であった2。ただし、男女

差が大きく、生存例を見ると男性ではF3とF4がとも

に49％、女性ではF3が26%、F4が74%を占めた4。

自殺例は大半（96%）が男性であり、疾病としては

F3が88%（なかでも、F32うつ病エピソード）であっ

た。 

 

II. 過労死等防止対策推進法の役割 

 上述したように長い年月をかけて成立した過労

死等防止対策推進法は、過労死等防止のため

の「旗印」である。地方公共団体、事業主及び国
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民の責務はあるにしても、国が一義的な責務を

持つことを明示している。この法律に基づいて、

過労死等防止対策推進協議会による審議を経

て、防止対策の目標や方針について大綱（副

題：過労死をゼロにし、健康で充実して働き続け

ることのできる社会へ）が定められている。 

 本法の第一条（目的）に示されている過労死等

防止対策の4本柱（調査研究等、啓発、相談体

制の整備等、民間団体の活動に対する支援）の

中では、調査研究等が筆頭に据えられている。

それは過重労働で心身の健康を損なうという事

実はよく認識されているにせよ、その特徴や機序

等はよく分かっていないことによる。こうした位置

づけは、自殺対策基本法と比べて明確に異なる
5。自殺対策基本法においても基本的施策の一

つとして調査研究を定めているものの、第一条

（目的）の中では「調査研究」が直接的には言及

されていない。 

 過労死等防止対策推進法が調査研究を重視

していることは、過労死等という社会医学的な課

題を関係者による合意の下、科学的根拠に基づ

いて諸施策を進めていく上で有意義である。実

際、国は厚生労働省労災疾病臨床研究事業費

補助金を活用し、過労死等に関する調査研究を

平成27年度より促している。毎年10月に公表さ

れる過労死等防止対策白書の最後に示されて

いる通り、過労死等防止対策関係予算のうち、こ

の数年は全体の1%ほどが調査研究に充てられて

いる6-8。 

 

III. 過労死等センターにおける調査研究 

 その調査研究の担う機関として、独立行政法

人労働安全衛生総合研究所（当時）に過労死等

調査研究センター（当時名称、平成30年度に

「過労死等防止調査研究センター」と名称変更）

が平成26年11月に設置された。約半年間の準

備を経て、平成27年度より厚生労働省から労災

疾病臨床研究事業費補助金（指定型）の助成を

受け、「過労死等の実態解明と防止対策に関す

る総合的な労働安全衛生研究」（以下、本研究と

いう。）が始まった。 

 図7にまとめたように、本研究では第1期（平成
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27年度から29年度）、第2期（平成30年度から令

和2年度）にかけて、過労死等事案の解析、疫学

研究、実験研究を進めてきた9。事案解析では、

全国の都道府県労働局・労働基準監督署より過

労死等労災事案を厚生労働省によるとりまとめを

経由して、平成22年1月分より収集し続けてい

る。以下に主な成果を挙げる：過労死等労災事

案全体の性別、年齢、疾病等による特徴4、精神

障害事案の特徴10,11、情報通信業労働者の過

重労働12、学習支援業における過労死等労災認

定事案の特徴13、過労死等被災者の過労兆候
14、精神障害自殺完遂者における発症前の時間

外労働のパターン15。 

 疫学研究は職域コホート研究と現場介入研究

に大別される。職域コホート研究では、勤労者支

援プログラム機関と共同し、そのサービス提供企

業で働く従業員によるコホートを構築している。

各月の勤怠労働時間、健康診断結果、ストレス

チェック結果とともに、睡眠等の申告データを収

集し、ある時点での働き方とその後の健康との関

連を検証している。勤怠労働時間の有用性や身

体健康との関連について、知見が出始めている
16,17。また、職域コホート始動前に行ったウェブ

調査から、職場での具体的出来事とその後の抑

うつ18、勤務間インターバルの睡眠影響19-21など

も明らかにしている。現場介入研究としては、ト

ラック運転者における

運転状況と健康 22,23

や病院看護師におけ

る勤務間インターバ

ルの意義24などを検

討 し て き て い る。ま

た、小規模事業場に

おける職場環境改善

の効果に関する縦断

調査研究も実施した
25。 

 実験研究では、循

環器負担の解明と労

働者の体力指標開発

を取り組んでいる。循

環 器 負 担 に つ い て

は、後述の通り、模擬

長時間労働下での年齢や血圧状態による影響

などを検証している26-28。労働者の体力につい

ては、その客観的な測定が容易ではないた

め、簡便かつ正確な指標の開発に専念してい

る29-33。 

 過労死等センターでは、上記のような独自の調

査研究に加えて、過労死等の動向を注意深く監

視している。その際、発生件数ともに、発生率も

注目している。というのも、発生件数は当該業種

で働く労働者が多ければ、過労死等の発生も確

率的に増える可能性があるからである。そこで、

この可能性を考慮して、当該業種の雇用者数を

分母にして発生件数を除して、雇用者100万人

当たりの発生率を計算している。 

 図8には、平成22年度から26年度の期間にお

ける脳・心臓疾患の発生率が高かった上位5業

種について、発生件数と発生率を示している34。

他の4業種に比べて、運輸業、郵便業は発生件

数と発生率ともに格段に多いことが分かる。ま

た、過労死等防止対策推進法が施行になった

平成26年度以前と以降を比べると、建設業と学

術研究、専門・技術サービス業では発生率が漸

減しているようであるが、他の業種ではそうした

傾向は認められない。 

 図9には、平成22年度から26年度の期間にお

ける精神障害の発生率が高かった上位5業種に
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ついて、発生件数と発生率を示している34。運輸

業、郵便業と情報通信業はほぼ同じ発生率で

あった。それに、学術研究、専門・技術サービス

業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サー

ビス業が続いていた。年度による違いはあるにし

ても、運輸業、郵便業の発生率は上昇傾向があ

る。他の4業種は年度ごとに変動しながらも、同じ

ようなレベルで推移していた。脳・心臓疾患と同

様に、過労死等防止対策推進法の施行以降

で、発生率が明確に

減少してはいなかっ

た。 

 なお、図7の右下に

描いた通り、令和3年

度からの第3期からは

上記の3課題に加え

て、過労死等防止に

つなげる対策実装研

究という課題を新たに

設けた。さらに、第2期

まではシンクタンクに

委託していた過労死

等に係る労働・社会面

の調査研究を労働安

全 衛 生 総 合 研 究 所

（社会労働衛生研究

グループ）が担うことに

なったのに併せて、過

労死等センターとの緊

密な連携も始まってい

る。 

 

IV. 過労死等防止の

留意点 

 過労死等をより効果

的に減少・防止するに

は、幾つもの留意点が

あ る。こ こ で は、過 労

死等センターによる調

査研究の成果に基づ

い て、次 の 4 点 － 加

齢、血 圧 状 態、時 時

間外労働の推移、仕

事上のケガや事故と精神障害－を取り上げる。 

 

1. 加齢 

 安静時血圧が正常範囲内（収縮期血圧［最大

血圧］<140mmHgかつ拡張期血圧［最小血圧］＜

90mmHg）である30代から50代の健常男性が9時

から22時までの13時間にわたる模擬長時間労働

実験に参加した（図10）7,27。この実験中、参加者

は座位で簡単なパソコン作業に従事した。血圧

— 56  — 



等の血行動態反応を作業前の安静時（B0）から

計12回の作業セッション（T１-T12）にかけて測定

した。昼間に60分（BN）及び夕方に50分（BE）の

長めの休憩時間と、各作業セッション後に10～

15分の小休止時間を設けた。 

 模擬長時間労働時の血行動態反応を比べた

結果、安静時血圧には年代間の有意差がな

かったにもかかわらず、作業時間が進むにつれ

て、30代より50代の収縮期血圧（最大血圧）が有

意に高く、しかも作業時間の後半において、その

差が顕著になった。40代のデータは30代より高

く、50代より低かった。また、少数例ではあるが、

60代の参加者についても調べたところ、50代の

結果とほぼ同様であった28。 

 これらの結果の詳しいメカニズムは定かではな

いが、高齢になるほど、長時間労働の血圧に与

える影響は現れやすくなると言える。また、作業

時間が長くなるほど、その影響が大きくなったこ

とから、高齢者では血圧を正常に調節する機能

が時間経過に伴って弱くなるのかもしれない。こ

うした特徴は高齢者に対する作業管理や健康管

理に重要な意味を有する。 

2. 血圧状態 

 40代～50代の正常血圧者（安静時最高血圧

<140mmHgかつ安静時最低血圧<90mmHg）及

び軽度高血圧者（140mmHg≤安静時最高血圧≤

160mmHg 又 は 90mmHg ≤ 安 静 時 最 低 血 圧 ≤

100mmHg）が、上記1（加齢）と同じ条件の模擬

長時間労働実験に参加した6,26。参加者全員は

男性で、心臓病、糖尿病、喘息、脳卒中、慢性

腎臓病、腰痛及び精神障害の既往歴がないこ

と、正常な視力（矯正を含む）を有することを参加

条件とした。 

 図11の右側に、正常血圧群と高血圧群の作業

中における心臓血管系反応（縦軸は作業前の測

定値からの差分値）を示した。両群とも最高血圧

は作業時間の延長に伴い上昇した。興味深いの

は、高血圧群における血圧の上昇度合いは正

常血圧群よりも大きかったことである。また、休憩

中の変化に着目すると、作業中に低下し続けた

心臓反応（心拍数）は上昇し、作業中に上昇し

続けた血管系反応（総末梢血管抵抗）は低下す

ることが明らかになった。 

 これらの結果は、上記1でまとめた加齢影響の
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結果と似ている。つまり、作業時間が長くなるほ

ど、高血圧群において血圧が上がりやすくなっ

た。普段から血圧が高い状態にあると、長時間

労働による循環器系への負担が大きくなりやす

いと考えられる。高血圧を有する労働者は多数

存在していることを考慮すると、今回の知見か

ら、高血圧を抱える労働者の長時間労働には注

意を払うべきと言える。 

 

3. 時間外労働の推移 

 過労死等労災認定の現行基準によれば、発症

前の最長6ヶ月間における時間外労働が精査さ

れる。精神障害の業務上認定事案のうち、自殺

完遂事案に絞って発症前の時間外労働の有り

様を検証したところ、4つのパターンが確認でき

た（図12）15。一つ目は超長時間労働群で、6ヶ

月間の期間中いずれも100時間を超えていた。

二つ目は時間外労働漸増群で、6ヶ月前の約60

時間から１ヶ月前の約120時間にかけて増えて

いった。三つ目は時間外労働急増群で、発症前

2ヶ月から時間外労働が急に増えた。四つ目は

長時間労働群と命名したが、月当たり30～40時

間の時間外労働があった。 

 この図から、自殺に至るまでの時間外労働は

一様ではないことが一目で分かる。さらに、それ

ぞれのパターンに応じて、本来であれば、対策

をとるべきであった。例えば、超長時間労働群は

なにより時間外労働を全体的に減らさなければ

ならない。時間外労働漸増群では増加している

ことが判明したら、それ以上増えないような努力

が求められる。時間外労働急増群では、その背

景にある働き方の急な変更やトラブル等に適切

に対応すべきである。一方、月当たり時間外労

働45時間を超えずとも自殺という結末を招いた

長時間労働群は、労働時間以外の要因を除去

したり、緩和したりする必要がある。 

 

4. 仕事上のケガ・事故と精神障害 

 過労死等センターによる事案解析によれば、

仕事上のケガや事故という、いわゆる一般的な

労働災害に続いて精神障害に発展する例が少

なくない35,36。例えば、職業運転者では路上での

交通事故、倉庫作業者では重量物やフォークリ

フト等に関連した事故、建設労働者では高所か

らの墜落・転落等によって、身体的に被災した労

働者が自らの労働生活や家族の将来等に悩

み、精神障害に至るというものである。最悪の場

合、自殺してしまう被災者もいる。同様の現象は

韓国でも認められていて、労働災害には自殺が

起こりやすいことが報告されている（図13）37。 

 過労死等の精神障害の予防となると、とかく長

時間労働や職場の心理社会的環境に目が行き

がちである。それはもちろん重要ではあるけれど

も、上記の知見に従うと、「安全な仕事」が身体の

労働災害のみならず、精神の労働災害を防ぐの

に有効と言える。多くの職場は複数の危険源に

囲まれていることから、重大な事故ゼロを実現す

る意義はきわめて高い。 

 

V. これからの取組の基盤となる共通目標 

 以上の論点を踏まえ、過労死等という国難に立
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ち向かうには容易ではないにしても、次の6つを

重要な目標として提唱する（図14）34。 

 

1. 健康の維持に必要な睡眠・休息がとれる職場 

 時間外労働は、あくまで一時的、突発的な事

態にのみ限るべきである。にもかかわらず、常態

化させるせいで、ありえない時刻まで働かされ

る。そうなる要因を徹底的に除く必要がある。同

時に、休む（眠る）価値の周知・共有していくこと

が必須である38-42。 

 

2. 目標・計画・進捗が共有され、協力して持続

的に成長できる職場 

 過労死等事案の大半では、時間管理を含めた

労務管理がほぼ欠落している。脳・心臓疾患や

精神障害は医学的事象ではあるが、そこに至る

過程は法学、経済学、社会学、経営学など社会

科学に関わっている。従って、そのような側面か

ら事業場や経営陣を支援することが過労死等の

防止につながるはずである。 

 

3. 安全に働ける職場 

 仕事中にケガをした、あるいは同僚等にケガを

させたことがその後に精神障害に発展しがちに

なる。とすれば、労働安全の確保が実は過労死

等としての精神障害の防止に役立つことはもっと

周知してよい。 

 

4. 互いに尊重し、支え合える職場 

 職場の心理社会的環境は悪化しているようで

ある。ハラスメントとして定められる行為は本来、

職場で決して起こってはいけないはずである。そ

もそも、職場内の関係者が互いに尊重し、支え

合えなければ、過労死等の防止どころか、生産

的で充実した労働生活は実現不能である。 

 

5. 社会的に真っ当な職場 

 事業場は社会の中で生産活動を行うゆえ、そ

の社会に対して様々な責任を負うことになる。そ

の筆頭が労働基準法や労働安全衛生法など基

本的な法令の遵守である。それができなけれ

ば、事業を行っていく資格がない。 

 

6. 健康で元気に働ける職場 

 これからの労働者には「公私ともに」健康で

真っ当な生活行動が求められる。仕事内の時間

（オン）だけでなく、仕事外の時間（オフ）が満足

のいくものであれば、次の仕事内の時間が上質

になる。労働者並びに事業場として、このような

展開を目指したい。 

 

おわりに 

 一生涯のうちで仕事に関わる時間はおよそ半

分を占める。とすれば、その時間は充実した、豊

かなものになるのが望ましい。過労死等が起きる

と、被災労働者はもとより、家族や職場も大きな

ダメージを受ける。国としても、取り返しのつかな

い損失となり、他国からの信頼も揺らぐ。当局、

事業主、人事・労務職、産業保健職、労働者、

家族それぞれが自分の問題・責任として、過労

死等を一件でも減らす努力を続けたい。 
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